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階
に
お
け
る
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・
ケ
ア
の

決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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表

厚
生
労
働
省（
以
下
、厚
労
省
）は
２
０
１
８
年
３
月
14
日
、『
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
・
ケ
ア
の

決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』（
以
下
、新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）を
公
表
し
ま
し
た
。

新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、そ
の
使
用
者
に
医
師
や
看
護
師
な
ど
医
療
関
係
者
だ
け
で
な
く
、

介
護
従
事
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
化
し
、人
生
の
最
終
段
階
に
ど
の
よ
う
な
医
療
・
ケ
ア
を
受
け
た
い
か
を

患
者
本
人
が
医
療
従
事
者
や
家
族
な
ど
と
繰
り
返
し
話
し
合
う「
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）の

概
念
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、11
月
30
日
に
は
、厚
労
省
は
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
国
民
へ
の
周
知
を
図
る
目
的
で

愛
称
を「
人
生
会
議
」と
決
定
し
た
と
発
表
し
ま
し
た
。

Ａ
Ｃ
Ｐ
は
、欧
米
で
は
す
で
に
普
及
し
て
い
ま
す
が
、今
後
は
日
本
式
の
Ａ
Ｃ
Ｐ
と
し
て
の
発
展
が
望
ま
れ
ま
す
。

今
回
は
、こ
の
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
考
え
方
や
改
訂
さ
れ
た
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
、診
療
報
酬
と
の
関
係
、

こ
れ
か
ら
期
待
さ
れ
る
展
開
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

─進化する医療制度─

　日本において終末期医療のあり方
が注目されたのは、2006年に医師に
よる人工呼吸器取りはずしによって
意識不明の入院患者７名が死亡にい

たった事件がきっかけでした。この
事件を契機に厚労省は2007年５月、
新ガイドラインの前身に当たる『終
末期医療の決定プロセスに関するガ
イドライン』（以下、旧ガイドライ 
ン）を策定しました。旧ガイドライ
ンには、患者本人の意思決定を基本

とし、患者の意思確認ができない場
合は、家族が推定する本人の意思の
尊重が盛り込まれました。
　旧ガイドラインが策定されてから
約10年が経過する間に、我が国では
少子高齢化が進行し、年間の死亡者
数が130万人を超え、人口が減少す
る多死社会を迎えて地域包括ケアシ
ステム構築への取り組みが進められ
ています。そうした中、厚労省では
2015年３月、旧ガイドラインのタイ
トルを『人生の最終段階における医
療の決定プロセスに関するガイドラ
イン』に変更しました。ここでは、
患者と医療従事者の間で話し合った
内容を文書に残し、その内容に沿っ
て方針を決めることや、患者の意思
が確認できない場合には家族が推定
すること、家族でも推定できない場
合には、家族と医療従事者が話し合
って最善の方針を決めることなどが
示されました。
　さらに、近年、これまで多かった
病院死が減少に転じ、在宅や老人ホ
ームなどの介護施設で最期の時を迎
える高齢者も増えてきた現状などを
踏まえ、厚労省は2017年８月に「人
生の最終段階における医療の普及・
啓発の在り方に関する検討会」（以
下、検討会）を設置し、旧ガイドラ
インの見直しに取り組みました。こ
うして2018年３月には【資料１】に
挙げる概要で新ガイドラインが策定
されました。
　その特徴は以下のとおりです。
・病院での延命治療や終末期医療だ
　けではなく、在宅医療や介護など
　地域包括ケアシステムの現場で活
　用できるように、旧ガイドライン
　の名称を『人生の最終段階におけ
　る医療・ケアの決定プロセスに関
　するガイドライン』に変更。ガイ
　ドラインを使用する医療・ケアチ
　ームには、「介護従事者が含まれ
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　る」点を明確化
・医療やケアの方針や、どのような
　生き方を望むかなどについて、本
　人の意思は時を経ると変化する前
　提で、欧米諸国において普及して
　いるACPの概念をとり入れ、繰
　り返し話し合う重要性を強調
・本人が自らの意思を伝えられない
　状態になる前に、本人の意思を推
　定する者を事前に定めておくこと
　を重視。また、ひとり暮らしの高
　齢者が増加しているため、「本人
　の意思を推定する者」については
　家族だけでなく親しい友人等も含
　まれると明記
・医療・ケアチームで、本人と話し
　合った内容を、その都度文書にま
　とめたうえ、本人、家族等と共有
　することを重視

　厚労省では、ACPの普及啓発を
めざし、『もしものときのために』
と称するリーフレットを作成しまし
た。そこでは、ACPとしての「話
し合いの進めかた」の例を示してい
ます（【資料２】）。
　具体的には、まず、時間の経過や
心身の状態、医学的評価の変化によ
って本人の意思は変化しうるものだ
との認識が重要で、繰り返し、何度
でも話し合う必要があると強調され
ています。また、話し合った内容を
文書にまとめ、医療・ケアチームと
家族等の間で共有することが欠かせ
ないとしています。さらに、本人と
医療・ケアチームとの話し合いで合
意が得られなかったり、家族等にお
いて意見がまとまらない場合には、
たとえば医療倫理に精通した専門家
など、第三者である複数の専門家か
ら成る話し合いの場を別に設置し、

そこから助言を得るようにします。
ただし、その助言を結論とするので
はなく、あらためて、本人と医療・
ケアチーム、あるいは家族等が話し
合い、合意に向けた努力をするよう
にすべきとされています。

　厚労省では、旧ガイドラインの見
直しにあたって、一般国民、医師、
看護職員、介護職員及び各施設長を
対象に、2017年度の「人生の最終段
階における医療に関する意識調査」

を実施しました。
　まず、「アドバンス・ケア・プラ
ンニング（ACP）について、知っ
ていますか」との質問に対し、「よ
く知っている」と回答したのは医師
でも22.4％、一般国民では3.3％にす
ぎませんでした。一方、「知らない」
との回答の割合は、医師や看護師で
も４割を超えていたほか、一般国民
では75％超に上ることが明らかにな
りました（【資料３】）。
　また、ACPの概要を説明したう
えで「このような話し合いを進める
ことについて、あなたはどう思いま
すか」と賛否を問いました。結果、

出典：人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（2018年３月14日）（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-
Iseikyoku/0000197721.pdf

１．人生の最終段階における医療・ケアの在り方
〈略〉

２．人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

（１）本人の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から
　適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
　そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本
　人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の
　決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるも
　のであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が
　自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。
　この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含
　めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

（２）本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重
な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善
　の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、 
　本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを
　基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセ
　スを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっ
　ての最善の方針をとることを基本とする。（後略）

（３）複数の専門家からなる話し合いの場の設置
〈略〉
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─進化する医療制度─

一般国民の64.9％、医師の75.9％、
看護師の76.7％、介護職員の80.1％
が「賛成」と回答しました。医師を
はじめ医療・介護従事者では、「反 
対」とする回答は、ほとんど見られ
ませんでした。

　この意識調査の結果を踏まえて、
検討会は2018年３月に取りまとめた
報告書の中で、「医療や介護の現場
でもACPという言葉の認知度は低
いが、その概念についてはまったく
知られていないわけではない」とし
たうえで、「欧米諸国の取り組みを
参考に、日本でもACPの概念を盛
り込んだ取り組みを普及させる必要
がある」と指摘しました。
　そこで厚労省は、ACPの概念を
普及させるため、2018年８～９月に
ACPの愛称を募集し、11月30日に
は、1,073件の応募の中から静岡県
の看護師による「人生会議」が愛称
に選ばれました。
　「人生会議」が選定された主な理
由は、親しみやすい単語の組み合わ
せによって日常会話への浸透が期待
でき、家族などの信頼できる人たち
と輪を囲んで話し合うイメージが湧
く、というものです。さらに、11 
月30日を「いい看取り・看取られ」
とのゴロ合わせから、「人生会議の
日」とすることも決まりました。

　新ガイドラインの考え方やACP
の概念は、2018年度診療報酬改定に
もとり入れられました。
　まず療養病棟入院基本料、地域包
括ケア病棟入院料・入院医療管理料
１及び３の施設基準において、「ガ
イドライン等の内容を踏まえ、看取
りに関する指針を定めていること」
という規定が新設されました。
　また、療養病棟入院基本料での在
宅患者支援療養病床初期加算、地域
包括ケア病棟入院料での在宅患者支
援病床初期加算においては、「ガイ
ドライン等の内容を踏まえ、入院時
に治療方針に関する患者またはその
家族等の意思決定に対する支援を行
うことにより、（中略）療養の継続
を後方支援する」とされました。
　さらに、ターミナルケアに関連す
る報酬においても、ガイドライン等
にのっとった対応が算定要件となっ
ています。具体的には、在宅患者訪

出典：人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書（2018年３月23日）（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200784.pdf）

出典：厚生労働省「ACP普及・啓発リーフレット」（https://www.mhlw.go.jp/
content/000405126.pdf）

あなたは、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）について、知っていますか。（○は１つ）

一般国民（n＝973）

100％80％60％40％20％０％

医師（n＝1,088）

看護師（n＝1,620）

介護職員（n＝537）

■ よく知っている　■ 聞いたことはあるがよく知らない　■ 知らない　■ 無回答

1.2％42.5％36.6％19.7％

0.7％51.6％40.0％7.6％

1.5％41.6％34.5％22.4％

2.0％75.5％19.2％3.3％
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問診療料における在宅ターミナルケ
ア加算、訪問看護ターミナルケア療
養費、在宅患者訪問看護・指導料に
おける在宅ターミナルケア加算、同
一建物居住者訪問看護・指導料にお
ける同一建物居住者ターミナルケア
加算それぞれにおいて、ターミナル
ケアの実施については、「ガイドラ
イン等の内容を踏まえ、患者本人及
びその家族と話し合いを行い、患者
本人の意思決定を基本に、他の関係
者との連携の上対応すること」とさ
れています（【資料４】）。
　2018年度に診療報酬と同時に改 
定された介護報酬においても、「訪
問看護ほか訪問看護系サービスでの
ターミナルケア加算の要件として、
ガイドライン等の内容を踏まえ、利
用者本人及びその家族等と話し合い

を行い、利用者本人の意思決定を基
本に、他の関係者との連携の上対応
すること」とされ、介護保険制度に
おいてもACPの概念が導入されま
した。

　2019年度には、ACPや「人生会議」
の普及啓発活動が積極的に行われる
見込みです。
　2018年12月21日に決定した2019年
度厚労省予算案では、「質が高く効
率的な医療提供体制の確保」の項目
の事業として、「人生の最終段階に
おける医療の体制整備」（1.17億円、
2018年度予算比0.34億円増）が盛り
込まれました。具体的には、患者の

相談に適切に対応できる医師や看護
師等の医療従事者の育成に加え、各
地域においてACPや「人生会議」
を普及させるため、各種団体と協働
して広報するなど、人生の最終段階
を穏やかにすごせる環境整備をさら
に推進します。
　ここで注目すべきは、新ガイドラ
イン自体ではなくACPや「人生会
議」を普及させようとしている点で
す。特に、11月30日の「人生会議の
日」を中心にさまざまなイベントが
予定されています。また、医療従事
者が、日本語による「人生会議」と
いう愛称を患者に対して日常的に使
うようになれば、欧米諸国のACP
の定義にこだわらず、ACPが日本
の風土に合ったかたちで定着し、発
展していくことも期待されます。

出典：平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ（2018年３月５日）（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf）

ターミナルケアに関連する報酬において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件とすると
ともに、ターミナルケアの充実を推進する

［算定要件］
ターミナルケアの実施については、「人生の最終段階における医療・ケア
の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及び
その家族等と話し合いを行い、患者本人及びその家族等の意思決定を基本
に、他の関係者との連携の上対応すること。

「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等へ
の対応を共通の要件とする。

※在宅患者訪問看護・指導料・同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様

【在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問診療料）】
機能強化型在支診・在支病（病床あり）  6,000点
機能強化型在支診・在支病（病床なし）  5,000点
在支診・在支病    4,000点
その他の医療機関    3,000点

【訪問看護ターミナルケア療養費】  　　　　 20,000円

診療報酬改定における対応 （在宅医療・訪問看護のターミナルケア関連の報酬）

改定前 改定後

介護報酬改定における対応

【在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問診療料）】
（有料老人ホーム等とそれ以外で報酬を区分）
機能強化型在支診・在支病（病床あり）  6,500点
機能強化型在支診・在支病（病床なし）  5,500点
在支診・在支病    4,500点
その他の医療機関    3,500点

【訪問看護ターミナルケア療養費】※
訪問看護ターミナルケア療養費１  　　　　  25,000円
（新）訪問看護ターミナルケア療養費２ 　　　　  10,000円

（訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護）
○ターミナルケア加算の要件として、下の内容等を通知に記載する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の意思
決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応すること。
・ターミナルケアの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めること。
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